
阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱  

 

（目的）  

第１条　この要綱は、空き家・空き地所有者等（以下「所有者等」

という。）に対して、草刈作業を実施することができる者とし

て市長が登録を行った草刈協力事業者等（以下「協力事業者等」

という。）の情報を市から提供することにより、所有者等によ

る空き家・空き地の適正な管理を促進することを目的とする。 

（定義）  

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。  

(1)　空き家　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２

６年法律第１２７号）第２条第１項に規定する空家等をいう。 

(2)　空き地　阪南市空き地の適正管理に関する条例（昭和６

３年阪南町条例第２号）第２条第１号に規定する空き地をい

う。  

（協力事業者等の要件等）  

第３条　協力事業者等は、阪南市内に主たる事業所を有する個人、

団体又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

者は登録することができない。  

(1)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定に該当する者  

(2)　第８条第２号及び第３号の規定により登録の取消しを受

けた者で、当該取消しを受けてから１年を経過していないも

の  

(3)　阪南市入札参加停止要綱（平成１３年阪南市訓令第１２

号）に規定する入札参加停止の措置を受けている者  

(4)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団



をいう。）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体

の 構 成 員 又 は そ の 構 成 員 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し

ない者を含む。）の統制下にある者  

(5)　 無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律

（平成１１年法律第１４７号）第５条及び第８条の規定によ

る処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある者  

(6)　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再

生手続き開始の申立てがなされている者、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申立て

がなされている者又は破産法（平成１６年法律第７５号）の

規定により破産手続開始の申立てがなされている者  

(7)　市税に未納がある者  

(8)　その他市長が定める事項を満たさない者  

２　協力事業者等は、阪南市ふるさとまちづくり応援寄附返礼品

提 供 事 業 者 募 集 要 項 に 基 づ く 提 供 事 業 者 と し て 申 請 す る こ と

で、この要綱の規定による草刈を返礼品として取り扱うことが

できるものとする。  

（登録の申請等）  

第４条　協力事業者等として登録を受けようとする者は、阪南市

空き家・空き地草刈協力事業者等登録申請書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1)　法人にあっては法人登記事項証明書、個人にあっては住

民票  

(2)　市税に未納がないことを証明する書類  

(3)　定款、規約、会則その他これらに類するもの（申請者が法

人その他の団体に限る。）  

(4)　 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 協 力 事 業 者 等 の 要 件 等 の 誓 約 書

（様式第２号）  

(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  



２　前項の規定にかかわらず、阪南市入札参加資格を有する者、

公益社団法人阪南市シルバー人材センター及び自治会は、前項

第１号から第４号までの書類の提出を省略することができる。 

３　市長は、第１項の申請書を受理したときは、当該申請書の内

容について審査し適当と認めたときは、阪南市空き家・空き地

草刈協力事業者等登録承認通知書（様式第３号）を当該申請者

に通知するとともに、阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等

名簿（様式第４号）に登録するものとする。  

４　市長は、前項の協力事業者等の名簿を市のウェブサイトに掲

載するとともに、所有者等に対して情報提供するものとする。 

（登録の有効期間）  

第５条　登録の有効期間及び当該期間の起算日は、市長が別に定

める。  

（登録事項の変更）  

第６条　協力事業者等は、登録事項に変更があったときは、速や

かに阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等変更届（様式第５

号）を市長に提出しなければならない。  

（登録の辞退）  

第７条　協力事業者等は、その登録を辞退しようとするときは、

速 や か に 阪 南 市 空 き 家 ・ 空 き 地 草 刈 協 力 事 業 者 等 登 録 辞 退 届

（様式第６号）を市長に届け出なければならない。  

２　市長は、前項の規定による届出があったときは、協力事業者

等の名簿から当該協力事業者等を削除するものとする。  

（登録の取消し）  

第８条　市長は、協力事業者等が次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、その登録を取り消すことができる。  

(1)　第３条第１項各号に掲げる者となったとき。ただし、同　

項第３号に該当する場合にあっては、登録の取消しに代えて、

同号に規定する措置の期間中、その登録を停止するものとす



る。  

(2)　偽りその他不正な手段による登録が判明したとき。  

(3)　第１０条に規定する責務及び遵守事項に反したとき。  

（費用負担）  

第９条　協力事業者等が行う草刈に要する費用は、当該業務の依

頼者が負担するものとする。  

（協力事業者等の責務）  

第１０条　協力事業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。  

(1)　草刈作業の実施に関し、誠実かつ良心的に行うこと。  

(2)　草刈作業により生じた草等は適正に処分とし、野焼き行

為は行わないこと。  

(3)　草刈作業の全部を第三者（法人にあってはその構成員を

除く。）に請け負わせないこと。  

(4)　草刈作業の受注により知り得た個人情報、調査資料等を

第三者に漏らさないこと。  

(5)　草刈作業前にその内容及び金額を依頼者に十分説明の上、

草刈作業について依頼者から発注を受けること。  

(6)　草刈作業を受注したときは、市が送付した指導書等の整

理番号及び作業予定日を市に報告すること。  

(7)　草刈作業後は、依頼者に写真等をもって実施状況を報告

すること。  

(8)　草刈作業に係る費用の受領は、作業実施後に行うこと。  

(9)　草刈作業実施後、速やかに阪南市に実施の報告を行うこ

と。  

(10)　作業受注に伴う事故、苦情、トラブル等は、誠意をもっ

て依頼者との間で解決を図ること。  

(11)　この要綱その他関係法規を遵守すること。  

（損害賠償）  



第 １ １ 条 　 協 力 事 業 者 等 が 行 っ た 作 業 に お い て 生 じ た 損 害 又 は

第三者に与えた損害について、市は損害賠償責任その他一切の

責任を負わないものとする。  

（その他）  

第１２条　市は、この要綱の規定により登録された協力事業者等

に草刈作業の発注を保証するものではない。  

（雑則）  

第１３条　この要綱に定めるもののほか、阪南市空き家・空き地

草刈協力事業者等登録制度の運用に関して必要な事項は、市長

が別に定める。  

 

附　則  

（施行期日）  

１ .　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

２ .　この要綱は、令和８年３月１０日から施行する。  

（準備行為）  

３ .　第４条の規定による登録の申請等については、この要綱の

施行の目前においても行うことができる。  



様式第１号（第４条関係） 

阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録申請書 

年　　月　　日 

阪南市長　様 

（申請者）　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　 

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　 

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　 

 

　阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等としての登録を希望するので、関係書類を添えて

申請します。 

　なお、本書記載事項及び添付書類について、法令等に基づき公開されても異議ありません。 

（※１）標準的な草刈作業とは、作業の実施にあたり特段障害となる要素（車の横付不可、急傾斜地等）がな

く、100 ㎡から 200 ㎡の土地で夏場に高さ 1.0m から 1.5m の雑草が繁茂している状況での草刈作業とする。 

（※２）提供事業者である場合、発注者が寄附を通じて草刈を発注したときは、請求額から寄附返礼額を差し

引いた額を発注者に請求し、寄附返礼額相当の金額は「阪南市ふるさとまちづくり応援寄附返礼品提供事業者

募集要項」の手続きにより支払われます。 

 

登

録

事

項

フ リ ガ ナ

 
商号又は名称

 
所 在 地

 
電 話 番 号 ＦＡＸ

 
メールアドレス

 
作 業 区 域

☐　市内全域 

□　一部区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
作 業 対 象 □　雑草の除草　　□　木の伐採

 

阪 南 市 入 札 参 加 資 格

資格の有無 □　有り　　□　無し

 
対 象 年 度 年度

 
申 請 区 分

□　建設工事　　□　物品・役務 

□　測量・建設コンサルタント

 
受 付 番 号 第　　　　―　　　　号

 
標準的な草刈作業（※１）の見積額 

（処分費含む。消費税除く。）
円／㎡

 
阪南市ふるさとまちづくり応援寄附 

返 礼 品 提 供 事 業 者 （ ※ ２ ）

□　申請済み 

□　申請していない



様式第２号（第４条関係） 

 

誓約書 

 

 

　私は、阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第３条第１項に規定する次の

いずれにも該当しないことを誓約します。 

 

 

阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第３条第１項　抜粋 

(1)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

(2)　第８条第２号及び第３号の規定により登録の取消しを受けた者で、当該取消しを受

けてから１年を経過していないもの 

(3)　阪南市入札参加停止要綱（平成１３年阪南市訓令第１２号）に規定する入札参加停

止の措置を受けている者 

(4)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構

成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）の統

制下にある者 

(5)　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

第５条及び第８条の規定による処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある

者 

(6)　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生手続き開始の申立てが

なされている者、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始

の申立てがなされている者又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産手

続開始の申立てがなされている者 

 

 

　　　阪南市長　様 

 

 

　　　　　　年　　　月　　　日 

 

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



様式第３号（第４条関係） 

 

阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録承認通知書 

 

 

年　　　月　　　日 

　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　　　　　　　　　　　　　　印 

 

 

 

　阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第４条第３項の規定により、協力事

業者等として登録することを通知します。 

 

 

　有効期間　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで 

 

 

 



様式第４号（第４条関係） 

阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等名簿 

 

 

（※１）「作業地区」は、協力事業者等が受注できる地区です。 

（※２）「伐採」とは、空き家・空き地に自生する木の枝等の伐採作業です。背の高い雑木の枝や幹の伐採を依頼する場合は、受注

可能かについて直接協力事業者等に確認してください。 

（※３）「ふるさと納税」に「○」の記載がある協力事業者等は、阪南市ふるさとまちづくり応援寄附返礼品提供事業者であり、契

約金額からふるさとまちづくり応援寄附返礼品相当額を差し引くことができる事業者です。阪南市外にお住まいの個人の方

が利用できます。協力事業者等に発注の際、ふるさとまちづくり応援寄附により発注したいことを伝えてください。 

 

商 号 又 は 名 称 住 所 電 話 番 号
作 業 地 区 

（ ※ １ ）

作 業 対 象 ふ る さ と 

納 税 

（ ※ ３ ）

 
除 草

伐 採 

(※２)

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第６条関係） 

 

阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等変更届 

 

年　　　月　　　日 

 

　　　　阪南市長　　様 

 

（申請者）　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第６条の規定により、登録事項に変

更がありましたので届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 
変 更 事 項

 

変 更 内 容

変 更 前

 
変 更 後



様式第６号（第７条関係） 

 

阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録辞退届 

 

年　　　月　　　日 

 

　　　　阪南市長　　様 

 

（申請者）　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

阪南市空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第７条第１項の規定により、協力事

業者等の登録を辞退したいので届け出ます。 

 

 

 

登録を辞退する日 年　　月　　日


